
お問い合わせ：村民課　☎９６６－１２０５

　住所の異動がある方は、住民基本台帳法に基づき、転出・転入の手続きをする必要があります。
進学や就職などで転出された方は、原則、現在住んでいる寮・アパート等が住所地になります。
　国民健康保険及び国民年金の資格の確認や選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きで
す。忘れずに手続きしましょう。

住民票の異動届（転出届、転入届、転居届等）の手続き方法

●転入届の手続きは転入した日から 14日以内
●同一の市区町村内で転居する場合は転居した日から 14日以内に転居届を提出

●身分証明書となる「マイナンバーカード」の住所等は、最新のものにする必要があります。

転出
証明書
－－－－
－－－－
－－－－

転出
証明書
－－－－
－－－－
－－－－

転出届
－－－－
－－－－
－－－－ 転入届

－－－－
－－－－
－－－－

引越し前 転出届を提出し、転出証明書を受け取る

市区町村 市区町村

引越し後 転出証明書を添えて、転入届を提出する

オートバイや軽自動車の抹消・名義変更の手続きはお済みですか？

軽自動車税（種別割）はその年の４月１日に原動機付自転車・軽自動車などを所有している方に
年額が課税されます。
取得・譲受・廃車・譲渡などをした場合や、所有者の氏名・住所を変更した場合には、申告手続

きを行ってください。月割りや還付の制度はありませんのでご注意ください。

車　種

・原動機付自転車（125㏄以下のバイク）
・小型特殊自動車

税務課　☎９６６－１２０６

沖縄総合事務局陸運事務所
（浦添市港川512-4）
☎０５０－５５４０－２０９１

軽自動車検査協会
（浦添市港川512-12）
☎０５０－３８１６－３１２６

・小型二輪（125㏄超～250㏄のバイク）
・軽二輪（250㏄を超えるバイク）

・軽自動車

手続き・お問い合わせ窓口

お問い合わせ：税務課　☎９６６－１２０６

そなえて安心。
未来のためのワンコイン！ 交通災害共済へ加入しましょう！

　沖縄県町村交通災害共済は、県内の全町村で組織されています。
　この共済は加入者一人ひとりが相互扶助の精神に基づき、見舞金を支給する共済事業です。
万一の事故に対して、5,000 円から 150万円の見舞金が給付されます。

☆申込期間以降（４月１日以降）の加入は総務課で随時受付します。

恩納村に住民登録している方、または外国人登録をしている方
加入者１人につき 500円
令和４年４月１日～令和５年３月 31日
（４月１日以降に加入される方は加入申し込み受付の翌日から）
令和４年３月 31日まで
公民館に申込用紙を置いてありますので、掛金を添えて公民館または総務課へお
申し込みください。

加入資格
共済掛金
共済期間

申込期間
申込方法

お問い合わせ：総務課　☎９６６－１２００

納付期限は、「翌月の末日」です。

保険料の納め忘れがあると、不慮の事態が発生（死亡や障害など）した場合、障害基礎年金
や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
送付された納付書で金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納付、またはクレジットカー

ド等を利用しての納付、そして便利でお得な口座振替などもあります。
なお、所得が少ない学生であるなど納付が困難な場合は、免除・猶予※される制度があります。
また、今回のコロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、令和２年２月分以降

の保険料の納付が免除される臨時特例措置もありますので未納のままにせず、まずは年金事務
所または、役場窓口にてご相談ください。
※保険料の免除は所得の審査があります。審査の結果承認されない場合があります。

国民年金保険料は納期限までに納めましょう！

お問い合わせ：名護年金事務所　☎０９８０－５２－２５２２　②番➡②番
　　　　　　　村民課　年金係　☎９６６－１２０５

あの時チェックしておけばと後悔しないために。
あなたに伝えたいこと　今すぐチェック‼

「年金を受け取られている方の生の声」やお手続き方法、
ホントに必要な年金動画など

　手元に基礎年金番号または、マイナンバー、生年月日、住所がわかるものをご準備しながら
確認をおすすめします。

引越の際は、住所の異動手続きを忘れずに！
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